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行行 財財 政政
行行 財財 政政

収入を増
やす努力

支出を減
らす我慢

まちの

を見直します
景気が良くないので、まちの収入は減っています

一方、まちがやらなければならない仕事は増え続けています

国はお金がないので、地方にまわすお金を減らしています

全国の多くの市町村がこれらの影響を大きく受けています

太良町には６０億円以上の貯金がありました

今は３８億円程度です

１０年間で２２億円も減りました

何に使ったのか

税収が減っても、国からのお金が減っても

太良町は住民サービスの維持向上をずっと続けてきました

そのための足りないお金を貯金でまかなってきました

でも、これからは貯金を取り崩すだけではやっていけなくなります

収入は増える見込みはなく、貯金もだいぶ減ってきました

だから、収入を増やす努力と支出を減らす我慢をしなければなりません

この町報たら「特集号」は住民の皆さんに

太良町の行財政改革の取り組みをご説明するためのものです

ぜひご一読ください

そして、ご理解とご協力をお願いいたします
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なぜ、行財政改革が必要なのか

行財政改革で何をするのか

行財政改革には何が必要か

ご存知のとおり、時代は不景気真っ只中。景気は緩やかに回復しているという見

方もありますが、右を見ても左を見ても景気のいい話は聞こえてきません。世の中

のお金の流れが沈滞している現在、当然、町の収入も減り続けています。町の仕事

は税金でまかなわれますが、収入は減り続けています。太良町は規模の小さい町

なので皆さんの税金だけではまかなえないので、国から交付される「地方交付税」

に収入の４割を頼っています。これも、どんどん減らされています。国も地方もお

金がないのです…というより多額の借金を抱えています。平成１７年度末見込みで

約７４４兆円の借金。これは、積み上げた１万円札を横に寝かすと北海道から奄美大

島まで達するという気が遠くなるような金額です。

太良町は、これまで大幅なサービス削減や事業の縮小は行ってきませんでした。

できる範囲でコツコツ節約し、更に貯金を取り崩しながら住民の皆さんに影響がで

にくいように仕事を行ってきました。しかし、今後も収入が減り続ける状況が続きそ

うです。このままでは、貯金もなくなり町の財政状況はどんどん悪くなっていくこと

が予想されます。何もせずにいままでどおりにやっていたのでは、住民の皆さんに

必要な基本的なサービスすらこなせない町になってしまう…こうなってはいけま

せん。だからこそ改革を行わなければならないのです。

行政と財政の決まりや仕事内容を見直し、無駄を省き、必要な我慢もする、しか

し、やるべきものはきちんとやる。これが行財政改革の根本原理です。昔の行政は、

「前からそう決まっている」「よそがそうしているから」という前例踏襲や横並びを

重視していましたし、今も少なからずその体質は消えていません。しかしこれから

はそのような考えを改めなければなりません。町が生き残るために、役場のすべて

の仕事にメスを入れ、「過剰」「非効率」なものは排除し、「不足」「不備」を最小限の

経費で解消する仕組みをつくり、限られた収入の範囲内で持続的なまちづくりを

行わなければなりません。その結果として、住民の皆さんには様々な影響がでて

きます。「高くなった」「減った」「なくなった」など、皆さんにとってありがたくない部

分がでてきます。その際には「責任ある説明」を行って理解を求めてまいります。

皆さんの日々の暮らしの中では、仕事や家庭のことで忙しく、自分の住む町の行

政や財政の状況に関心が向く機会は少ないかもしれません。しかし、皆さんの暮ら

しの基盤の多くは町が担っています。道路、水道、教育、福祉、防災、各産業施策な

どなどです。役場は他にも多くの仕事を行っており、その全てが住民の皆さんの暮

らしに直接又は間接的に影響するものばかりです。しかし、その中のある仕事が「無

駄」と感じられる場合は、その仕事が有効に機能していないということに他なりま

せん。だから有効に機能していないのならば、有効に機能するよう方向修正する、

それが駄目なら思い切って廃止するという「決断」が必要になってくるでしょう。そ

して、その決断を実行するには住民の皆さんのご理解とご協力が必要です。

第第
４４
次次
太太
良良
町町

行行
財財
政政
改改
革革
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区 分

退 職

採 用

差 引

職員数

単位：人

自立と持続のまちづくりのために
行財政改革は、支出の抑制と収入の増加を図りながら、役場の
仕事全体を見直すものです。ここから、皆様の暮らしと関係深い
もの、ぜひ知っておいていただきたいものを挙げていきます。

人件費

その他の人件費の削減

�非常勤の特別職の報酬等の改正については、日額の報酬「５，５００円」を「４，０００円」に減額します。
なお、年額、月額の報酬を平成２１年度までに１０％削減します。

�消防団員の報酬等の減額
非常勤の特別職と同様に、消防団員の報酬を平成２１年度までに１０％削減します。

�町職員の管理職手当の減額と特殊勤務手当の廃止
管理職手当は現行「１０／１００」を「７／１００」に減額し、特殊勤務手当の一部を廃止します。

職員数の削減

太良病院を除く町職員を計画的に削減します。

早期退職の促進

職員の新陳代謝を促すために、満５５歳以上の職員を対象とする退職希望者の募集を行います。満

５０歳以上の職員についても申し出により対象者に加えます。

議員の報酬等の改正

町議会議員の報酬月額を２．４％削減し、次の

とおり改正します。

町長、助役、収入役及び教育長の

給与の改正

町三役及び教育長の給料を月額１０％削減し、

次のとおり改正します。

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

改定額

３１１，０００

２５８，０００

２５０，０００

２４３，０００

現行額

３１８，０００

２６４，０００

２５６，０００

２４８，０００

職 名

議 長

副 議 長

常任委員長及び
議会運営委員長

議 員

改定額

６４３，０００

５３７，０００

５０１，０００

４８４，０００

現行額

７１４，０００

５９６，０００

５５６，０００

５３７，０００

職 名

町 長

助 役

収 入 役

教 育 長

単位：円

単位：円
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前納報奨金制度は、税収の早期確保と自主納税意欲の向上を図るために、昭和２５年度か

ら全国的に創設された制度です。

太良町では、平成１７年度まで個人の町民税（普通徴収）および固定資産税を対象として、

到来した納期の税額とそれ以後の納期の税額を合わせて納付された場合、報奨金を交付し

てきました。

しかし、制度創設当時に比べると現在の社会情勢は大きく変化し、金融機関での窓口納

税、口座振替制度の普及、自主納税に対する意識の変革などで創設当時の目的はおおむね

達成されています。加えて、経済的に余裕のある納税者にしか利用できないなどの問題も

ありました。

太良町の限られた税収の中では報奨金を交付し続けることは財政上厳しい状況にあり、

行財政改革の一環として、自主財源の有効活用を図る必要もあることから、前納報奨金を

平成１８年度から廃止することにいたしました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、前納報奨金制度は廃止されますが、納期が到来した税額とその後の納期の税額を

合わせて納めていただく「前納」や全期分を一括して納めていただく「全期前納」は、こ

れまでどおりできますので引き続きご利用ください。

効率化
事務事業の効率化、内部管理費の見直し

役場の仕事を「必要性」「妥当性」「公平性」の観点から

徹底的に見直します。同時に、仕事の有効性や効率性を重

視し、無駄を排除して経費の節約に努めます。

※行政評価システムを導入し、事務事業評価を行って、やるべきものは充実させ、事業効果の薄い

ものは縮小や廃止を行い、前例踏襲的な事務事業を排除します。

税
法人町民税 税割税率の改正

改正前 １２．３％ 改正後 １４．７％

入湯税の税率の改正

改正前 １人１泊 １００円 改正後 １人１泊 １５０円

前納報奨金の廃止

平成１８年度から前納報奨金を廃止します。

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号
自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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改定後

町外金額

１人３００円

町内金額

１人２００円

現 行

町外金額

１人２００円

町内金額

１人１００円

改定後

１人 ２００円

現行どおり

１人 ３００円

現行どおり

現 行

１人 １００円

１回 ２００円

１人 ２００円

１回 ４００円

器具等名

トレーニング機器

リラクゼーションマシーン

トレーニング機器

リラクゼーションマシーン

居住区分

町 内

町 外

福祉
太良町重度心身障害者年金給付制度の廃止

重度の心身障害者に対して町の単独助成で重度心身障害

者年金として年額１万円を給付する制度を廃止します。

太良町敬老祝金支給制度及び敬老会の廃止

敬老会の開催及び敬老祝金制度を廃止します。

太良町町民に対する弔慰金支給制度の廃止

町民が亡くなられたとき世帯主等に対して弔慰金として

１人当り３，０００円を支給する制度を廃止します。

太良町総合福祉保健センター（しおさい館）の使用料

保養を目的とした施設使用料とトレーニング機器使用料を改定します。

� 保養を目的として浴室、憩いの間、大広間、研修室等を使用する場合

� トレーニング室器具等を使用する場合

太良町福祉タクシー事業の助成制度の見直し

在宅の重度障害者の方に対してタクシー利用料金の一部を助成する制度について、１枚５００円の

タクシー券の交付枚数２４枚を１２枚に見直します。

太良町高齢者生活支援事業（配食サービス）料金の改定

おおむね６５歳以上の単身世帯に配食のサービスを行う生活支援制度について、配食サービスの弁

当代１食３００円を４００円に改定します。
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金 額

１，０００

９００

３００

１，２００

２００

７００

４００

１，０００

３００

５００

１００

３００

１００

２００

２００

５００

２００

４００

３００

２００

６００

４，２００

８，４００

検診実施方法

個別検診

集団検診

個別検診

集団検診

個別検診

集団検診

個別検診

集団検診

集団検診

集団検診

集団検診

個別検診

集団検診

個別検診

個別検診

個別検診

医療機関

医療機関

医療機関

医療機関

医療機関

医療機関

医療機関

医療機関

区 分

眼底検査有

眼底検査無

頸部

〃 （細胞診１検体含む）

頸部＋体部

〃 （細胞診２検体含む）

１方向

２方向

読影

読影＋喀痰

読影

読影＋喀痰

基本（Ｂ・Ｃ）型

Ｃ型

Ｂ型

HCV－RNA

視触診＋

マンモグラフィ

４０～６４歳

（肺がん検診単独）

６５歳以上等

（結核健診受診者）

基本健康診査

胃 が ん 検 診

子宮がん検診

乳 が ん 検 診

肺 が ん 検 診

骨粗鬆症検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝 疾 患 検 診
（肝炎ウイルス検診）

脳ドック検診

国保人間ドック

単位：円

※金額は、実際にかかる検診費用の１割（１００円未満四捨五入）ですので表示している金額は年度によって変動します。

「脳ドック検診」及び「国保人間ドック」は、現行１割の自己負担でしたが、２割負担に改定します。

健康
各種検診事業につきましては無料であったものが次のとおりとなります

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号
自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改定後

４００

３００

３５０

３５０

３５０

３５０

３５０

３５０

３００

１７０

２，０００

１，０００

現 行

２６０

１９０

３１０

３１０

３１０

３１０

３１０

３１０

１０３

１６０

１，０３０

３１０

単 位

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１巻

（１０枚入）

１枚

１枚

収集車 １台につき

収集及び処分 １件につき

袋の色

緑

緑

黒

青

赤

ピンク

茶色

オレンジ

種 類

大

小

金属類

ガラス類

雑物

ペットボトル類

その他紙

その他プラ

ステッカー

黄色

可 燃 物

不 燃 物

粗 大 ご み

事 業 系

臨 時 収 集

犬、猫の死体処分

単位：円

環境
火葬場の使用料を次のとおり改定します

ゴミ袋等の価格を次のとおり改定します

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

改定後

５，０００

２５，０００

現 行

２，５００

２０，０００

単 位

１体につき

１体につき

火葬場使用料

町 内

町 外

単位：円

8



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

２１年度

５０％

３５％

２０年度

４５％

２５％

１９年度

４０％

２０％

１８年度

３５％

１５％

現 行

３０％

１０％

農 地

施 設

水道
水道料金を次のとおり改定します

� 水道料金

２ヶ月当り（消費税抜き）

（例）

２ヶ月当り４０�使用した場合の料金（消費税込み）
（現行）４，８３０円→（改正）５，２５０円

２ヶ月当り７０�使用した場合の料金（消費税込み）
（現行）９，２４０円→（改正）９，９７０円

� 水道加入金

新たに町水道の引き込みをされる場合の加入金３１，５００円

（消費税込み）を５２，５００円（消費税込み）に改定します。

※水道料金徴収は毎年５、７、９、１１、１、３月に行って

いますが、平成１８年５月分の徴収料金は現行の料金で計

算します。

土地改良
町単土地改良事業に伴う受益者負担の見直し

平成１８年度から２１年度までの段階的改定を行い、受益者の分担金の割合を次のとおりとします。

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号

改定後

２，２００

１４０

１７０

２００

現 行

２，０００

１３０

１６０

１９０

使用水量

基本料金

超過料金

１�当り

２０�まで
２１～６０�まで
６１～１００�まで
１０１�を超える

自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

改定後

冷 暖 房

使 用 料

１，３６０

１，３６０

１，３６０

４１０

４１０

４１０

電気使用

割 増 料

２７０

２７０

２７０

１４０

１４０

１４０

室 料

１，０９０

１，０９０

１，０９０

５４０

５４０

５４０

現 行

冷 暖 房

使 用 料

１，０５０

１，０５０

１，０５０

３２０

３２０

３２０

電気使用

割 増 料

２１０

２１０

２１０

１１０

１１０

１１０

室 料

８４０

８４０

８４０

４２０

４２０

４２０

区 分

時 間

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

室 名

大 研 修 室

和室研修室

研 修 室

実技訓練室

単位：円

※（ ）内は町外居住者料金です

改定後

冷 暖 房

使 用 料

７，１５０

７，１５０

７，１５０

３３０

３３０

３３０

４１０

電気使用

割 増 料

６２０

６２０

６２０

２７０

２７０

２７０

２７０

町 内

居 住 者

３，５８０

（７，１７０）

３，５８０

（７，１７０）

３，５８０

（７，１７０）

５４０

（１，０９０）

５４０

（１，０９０）

５４０

（１，０９０）

１，０９０

（２，１８０）

５４０

（１，０９０）

現 行

冷 暖 房

使 用 料

５，５００

５，５００

５，５００

２６０

２６０

２６０

３２０

電気使用

割 増 料

４８０

４８０

４８０

２１０

２１０

２１０

２１０

町 内

居 住 者

２，７６０

（５，５２０）

２，７６０

（５，５２０）

２，７６０

（５，５２０）

４２０

（８４０）

４２０

（８４０）

４２０

（８４０）

８４０

（１，６８０）

４２０

（８４０）

区 分

時 間

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

室 名

研修室（大）

研 修 室
会 議 室
休 養 室
（ 各 室 ）

料 理 室
（１回につき）

宿泊（１人当たり）
高校生以下は半額

各施設
各施設の使用料金を改定します。

太良町林業総合センター

太良町自然休養村センター

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

10



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

改定後

冷 暖 房

使 用 料

６８０

６８０

６８０

４００

４００

４００

４００

４００

４００

１，３６０

１，３６０

１，３６０

料 金

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

冷 暖 房

使 用 料

５３０

５３０

５３０

３２０

３２０

３２０

３２０

３２０

３２０

１，０５０

１，０５０

１，０５０

電気使用

割 増 料

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

２１０

２１０

２１０

料 金

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

８４０

８４０

８４０

区 分

時 間

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

室 名

研 修 室

展 示 室

学 習 室

視 聴 覚
調 音 室

改定後

冷 暖 房

使 用 料

４００

４００

４００

４００

４００

４００

１，３６０

１，３６０

１，３６０

料 金

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

６８０

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

冷 暖 房

使 用 料

３２０

３２０

３２０

３２０

３２０

３２０

１，０５０

１，０５０

１，０５０

電気使用

割 増 料

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

１１０

２１０

２１０

２１０

料 金

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

４２０

８４０

８４０

８４０

区 分

時 間

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

室 名

研 修 室 １

研 修 室 ２

講 堂

単位：円

改定後

１回あたり２，１８０円

現 行

１回あたり１，６８０円

太良町中央公民館

大浦公民館

太良町陶芸用電気炉

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号
自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

１８：００～２２：００

１１０

２７０

４７０

８：００～１８：００

無料

１１０

２７０

区 分

小・中・高校生

上記以外

その他

町内在住者

又は勤務者施設使用料

単位：円

１８：００～２２：００

無料

無料

１１０

無料

１１０

２６０

８：００～１８：００

無料

無料

１１０

無料

無料

１１０

区 分

小中高校生

上記以外

その他

小中高校生

上記以外

その他

町内在住者

又は勤務者

町内在住者

又は勤務者

施設使用料

電気使用料

単位：円

改定後

年間使用

料を前納

する場合

１，０５０

４，０９０

４，０９０

８，１９０

３０分当たり２７０

３０分当たり５４０

１コート

１時間

当たり

１１０

２７０

２７０

５４０

区 分

高校生以下

上記以外

高校生以下

上記以外

現 行

占用の場合

１コート

１時間当たり

２１０

４２０

３０分当たり２１０

３０分当たり４２０

年間使用

料を前納

する場合

無料

３，１５０

無料

３，１５０

６，３００

個人使用

（１回当たり）

無料

２１０

無料

２１０

４２０

区 分

幼児・小・

中・高校生

上記以外

幼児

小・中・高校生

上記以外

町内在住者

又は勤務者

その他

町内在住者
又は勤務者

そ の 他

１照明当たり
夜 間 照 明
使 用 料

太良町野外音楽堂

新料金区分

（参考）旧料金区分表

町営テニスコート

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

改定後

冷温水区別なし

２，０４０

４，０９０

５０

１３０

１３０

２７０

６００

４，０９０

４，０９０

８，１９０

区 分

１時間当たり

１時間当たり

高校生以下

上記以外

高校生以下

上記以外

高校生以下

上記以外

高校生以下

上記以外

現 行

温水のとき

１，５８０

３，１５０

無料

１１０

１１０

２１０

無料

３，１５０

３，１５０

６，３００

冷水のとき

１，０５０

２，１００

無料

５０

５０

１１０

区 分

１時間当たり

１時間当たり

幼児・小・

中・高生

上記以外

幼児・小・

中・高生

上記以外

幼児・小・

中・高生

上記以外

幼児・小・

中・高生

上記以外

町内在住者

又は勤務者

その他

町内在住者

又は勤務者

その他

町内在住者

又は勤務者

その他

占用使用の場合

個人使用の場合
（２時間当たり）

年間使用料を
前納する場合

単位：円

改定後

４００

４００

４００

４００

１，３６０

１，３６０

１，３６０

１，３６０

３０分当たり２，０４０

３０分当たり４，０９０

現 行

無料

無料

無料

無料

１，０５０

１，０５０

１，０５０

１，０５０

３０分当たり１，５８０

３０分当たり３，１５０

区 分

日の出～８：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

日の出～８：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は勤務者

その他

町内在住者又は

勤務者

その他

球 場 使 用 料

夜間照明使用料

単位：円

改定後

無料

１，３６０

３０分当たり１，０９０

３０分当たり２，１８０

現 行

無料

１，０５０

３０分当たり８４０

３０分当たり１，６８０

区 分

町内在住者又は勤務者

その他

町内在住者又は勤務者

その他

運動場使用料

夜間照明使用料

町営屋内プール

町営野球場

大浦中学校運動場照明施設

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号
自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

備 考

半面使用の場合は

（ ）内の

使用料とする

改定後

４００（２００）

４００（２００）

６８０（３４０）

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

３２０（１６０）

３２０（１６０）

５３０（２７０）

１，０５０

１，０５０

１，０５０

区 分

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は
勤 務 者

そ の 他

単位：円

改定後

無料

１時間当たり２７０

無料

１時間当たり１３０

３０分当たり１３０

３０分当たり２８０

現 行

無料

１時間当たり２１０

無料

１時間当たり１１０

３０分当たり１１０

３０分当たり２２０

区 分

町内在住者又は勤務者

その他

町内在住者又は勤務者

その他

町内在住者又は勤務者

その他

ソ フ ト ボ ー ル 場
１面当たり使用料

ゲ ー ト ボ ー ル 場
１面当たり使用料

ゲ ー ト ボ ー ル 場
１面当たり照明使用料

単位：円

改定後

無料

１時間当たり １３０

現 行

無料

１時間当たり １１０

区 分

町内在住者

その他
１面当たり使用料

単位：円

備考

半面使用の場合は

半額

小中高校生は

（ ）内の料金

改定後

４００（２００）

４００（２００）

６８０（３４０）

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

３２０（１６０）

３２０（１６０）

５３０（２７０）

１，０５０

１，０５０

１，０５０

区 分

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は
勤 務 者

そ の 他

単位：円

備 考

小中高校生は

（ ）内の料金

改定後

４００（２００）

４００（２００）

６８０（３４０）

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

３２０（１６０）

３２０（１６０）

５３０（２６０）

１，０５０

１，０５０

１，０５０

区 分

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は
勤 務 者

そ の 他

町民体育センター

道越環境広場

健康広場ゲートボール場

Ｂ＆Ｇ体育館

Ｂ＆Ｇ体育館ミーティングルーム

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位：円

備 考

小中高校生は

（ ）内の料金

改定後

４００（２００）

４００（２００）

５４０（２７０）

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

３２０（１６０）

３２０（１６０）

４２０（２１０）

１，０５０

１，０５０

１，０５０

区 分

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は
勤 務 者

そ の 他

単位：円

備 考

小中高校生は

（ ）内の料金

改定後

２７０（１４０）

４００（２００）

５４０（２７０）

１，３６０

１，３６０

１，３６０

現 行

２１０（１１０）

３２０（１６０）

４２０（２１０）

１，０５０

１，０５０

１，０５０

区 分

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は
勤 務 者

そ の 他

単位：円

改定後

無料

無料

無料

無料

１，３６０

１，３６０

１，３６０

１，３６０

３０分当たり６８０

３０分当たり１，３６０

現 行

無料

無料

無料

無料

１，０５０

１，０５０

１，０５０

１，０５０

３０分当たり５３０

３０分当たり１，０５０

区 分

日の出～８：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

日の出～８：００

８：００～１３：００

１３：００～１８：００

１８：００～２２：００

町内在住者又は勤務者

その他

町内在住者又は

勤務者

その他

運動広場使用料

夜間照明使用料

単位：円

改定後

１，５１０

３，０２０

３，６２０

４，９１０

６９０

１，３８０

５３０

１３０

現 行

１，５８０

２，１００

２，６３０

３，７８０

６３０

１，０５０

５３０

１１０

単 位

１棟 １泊につき

〃

〃

〃

１張 １泊につき

〃

〃

１枚 １泊につき

種 別

５ 人 用

１０ 人 用

１２ 人 用

１３ 人 用

３ 人 用

６ 人 用

持 込 テ ン ト

上 ・ 敷 毛 布

山

小

屋

テ
ン
ト

区分

施

設

使

用

料

Ｂ＆Ｇ第二体育館柔道場

Ｂ＆Ｇ第二体育館剣道場

Ｂ＆Ｇ運動広場 ソフトボール会場１面当たり

町営キャンプ場

人
件
費

効
率
化

税

福

祉

健

康

環

境

水

道

土
地
改
良

各
施
設

特
集
号
自立と持続のまちづくりのための行財政改革
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町�

報�

特集号�

太良町は多良岳と有明海の自然に恵まれた町です。

都会のように工場やサービス産業が発達した町ではありませんが、

治安もよく皆が仲良く暮らせる小ぢんまりとした町です。

農業や漁業が主な産業で、かにとみかんは有名ですし、

畜産や園芸作物、カキ養殖も健闘しています。

一次産業の健闘は観光産業にも波及していて

「竹崎カニ」や「カキ焼き」目当ての観光客数は県内でも上位に位置しています。

これらは、過去から現在に至る住民の皆さん一人ひとりの努力の賜物であり、

かけがえのない町の財産です。

このように営々と築かれてきた太良町が、いま難局を迎えています。

国や県の助けはこれまでのようには見込めません。

自助努力が必要です。

太良町が自立して、皆さんの暮らしの基盤を確立しながら

持続的にまちづくりを行えるよう、今後も行財政改革を継続的に取り組んでまいります。

町民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

町報たらは、地球に優しい再生紙と大豆油インキを使用しています。

◎発行／太良町〒849-1698佐賀県藤津郡太良町大字多良1-6
TEL.0954-67-0312 FAX.0954-67-2425

◎編集／太良町企画商工課 ◎印刷／（株）昭和堂

町報たら 2006年特集号
◎ホームページアドレスhttp://www.town.tara.saga.jp/


